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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿の一方の面を読み取る第１読取手段と、前記原稿の他方の面を読み取る第２読取手
段を有する画像読取装置の読取特性補正方法であって、
　前記第１読取手段及び前記第２読取手段によりモノクロ基準原稿を読み取らせ、
　前記第１読取手段及び前記第２読取手段により読み取られたモノクロ基準原稿の画像デ
ータに基づいて、前記第１読取手段の読み取り階調特性に合わせるように、前記第２読取
手段の読み取り階調特性のゲインとオフセットを補正した後、
　前記第１読取手段及び前記第２読取手段によりカラー基準原稿を読み取らせ、
　前記第１読取手段及び前記第２読取手段により読み取られたカラー基準原稿の画像デー
タに基づいて、前記第１読取手段と前記第２読取手段の色差が軽減されるように、前記第
２読取手段の読み取り階調特性のオフセットを色成分毎に補正することを特徴とした画像
読取装置の読取特性補正方法。
【請求項２】
　原稿の一方の面を読み取る第１読取手段と、
　前記原稿の他方の面を読み取る第２読取手段と、
　前記第２読取手段の読み取り階調特性の傾きと切片を色成分毎に補正する補正手段を有
し、
　前記補正手段は、前記第１読取手段及び前記第２読取手段により読み取られたモノクロ
基準原稿の画像データに基づいて、前記第１読取手段の読み取り階調特性に合わせるよう
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に、前記第２読取手段の読み取り階調特性の傾きと切片を補正した後、前記第１読取手段
及び前記第２読取手段により読み取られたカラー基準原稿の画像データに基づいて、前記
第１読取手段と前記第２読取手段の色差が軽減されるように、前記第２読取手段の読み取
り階調特性の切片を色成分毎に補正することを特徴とした画像読取装置。
【請求項３】
　前記補正手段は、前記第１読取手段及び前記第２読取手段により読み取られたモノクロ
基準原稿の画像データに基づいて、前記第１読取手段の読み取り階調特性の傾きとオフセ
ットに、前記第２読取手段の読み取り階調特性の傾きと切片を一致させることを特徴とす
る請求項２記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記モノクロ基準原稿は、少なくとも２つの異なる反射率を有する階調画像からなり、
前記補正手段は、前記第１読取手段及び前記第２読取手段により読み取られた２つの異な
る階調画像の画像データに基づいて、前記第１読取手段と前記第２読取手段の読み取り階
調特性の直線近似を行うことを特徴とする請求項２記載の画像読取装置。
【請求項５】
　前記２つの異なる反射率の間における前記第１読取手段及び前記第２読取手段の読み取
り階調特性は、非線形部分を避けた直線近似可能な部分であることを特徴とする請求項４
記載の画像読取装置。
【請求項６】
　前記カラー基準原稿は、複数色の基準色画像からなり、前記補正手段は、前記第１読取
手段及び前記第２読取手段により読み取られた前記カラー基準原稿の各基準色画像の色成
分のうち、所定反射率以下となる色成分の表裏輝度差に応じて、前記第２読取手段の読み
取り階調特性の切片を色成分毎に補正することを特徴とした請求項２記載の画像読取装置
。
【請求項７】
　前記補正手段は、前記所定反射率以下となる色成分の表裏輝度差の前記基準色画像間の
平均値に応じて、前記第２読取手段の読み取り階調特性の切片を色成分毎に補正すること
を特徴とした請求項６記載の画像読取装置。
【請求項８】
　前記補正手段は、前記所定反射率以下となる色成分の表裏輝度差の前記基準色画像間の
平均値を２分の１した値に応じて、前記第２読取手段の読み取り階調特性の切片を色成分
毎に補正することを特徴とした請求項６記載の画像読取装置。
【請求項９】
　前記補正手段は、前記所定反射率以下となる色成分の表裏輝度差の前記基準色画像間の
平均値を２分の１した値が所定範囲を超える場合は、所定範囲内の最大値に応じて、前記
第２読取手段の読み取り階調特性の切片を色成分毎に補正することを特徴とした請求項８
記載の画像読取装置。
【請求項１０】
　前記モノクロ基準原稿は、複数の中間調の階調パッチからなり、前記カラー基準原稿は
、複数色の色パッチからなることを特徴とする請求項２記載の画像読取装置。
【請求項１１】
　前記第１読取手段は、縮小光学系を用いた読取手段、前記第２読取手段は、等倍光学系
を用いた読取手段であることを特徴とする請求項２記載の画像読取装置。
【請求項１２】
　前記第２読取手段の読み取り階調特性のオフセットの補正値を指定するための操作部を
有し、前記補正手段は前記操作部からの指定に応じて前記第２読取手段の読み取り階調特
性のオフセットを色成分毎に補正することを特徴とする請求項２記載の画像読取装置。
【請求項１３】
　原稿の一方の面を読み取る第１読取手段と、
　前記原稿の他方の面を読み取る第２読取手段と、
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　前記第２読取手段の読み取り階調特性のゲインとオフセットを色成分毎に補正する補正
手段を有し、
　前記補正手段は、前記第１読取手段及び前記第２読取手段により読み取られたモノクロ
基準原稿の画像データに基づいて、前記第１読取手段の読み取り階調特性に合わせるよう
に、前記第２読取手段の読み取り階調特性のゲインとオフセットを補正した後、前記第１
読取手段及び前記第２読取手段により読み取られたカラー基準原稿の画像データに基づい
て、前記第１読取手段と前記第２読取手段の色差が軽減されるように、前記第２読取手段
の読み取り階調特性のオフセットを色成分毎に補正することを特徴とした画像読取装置。
【請求項１４】
　原稿の一方の面を読み取る第１読取手段と、前記原稿の他方の面を読み取る第２読取手
段を有する画像読取装置の読取特性補正方法であって、
　前記第１読取手段及び前記第２読取手段によりモノクロ基準原稿を読み取らせ、
　前記第１読取手段及び前記第２読取手段により読み取られたモノクロ基準原稿の画像デ
ータに基づいて、前記第１読取手段の読み取り階調特性に合わせるように、前記第２読取
手段の読み取り階調特性の傾きと切片を補正し、
　前記第１読取手段及び前記第２読取手段によりカラー基準原稿を読み取らせ、
　前記第１読取手段及び前記第２読取手段により読み取られたカラー基準原稿の画像デー
タに基づいて、前記第１読取手段と前記第２読取手段の色差が軽減されるように、前記第
２読取手段の読み取り階調特性の切片を色成分毎に補正することを特徴とした画像読取装
置の読取特性補正方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、原稿の一方の面と他方の面を異なる読取手段により読み取る画像読取装置及
びその読取特性補正方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複写機等に用いられる画像読取装置には、生産性向上のために、表面読取手段と裏面読
取手段を設けて、原稿の表裏反転を行うことなくそれぞれの読取手段により原稿の表裏を
読み取る装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　このような画像読取装置は、原稿の表裏を異なる読取手段により読み取るため、同一の
画像濃度を表面読取手段と裏面読取手段により読み取ったときに、表面読取手段と裏面読
取手段の読み取りレベルに差が生じる場合がある。このような場合、原稿の表裏で再現さ
れる色や濃度が異なってしまうことがある。
【０００４】
　表面読取手段と裏面読取手段の読み取りレベル差を補正する手段として、表面読み取り
部で読み取った画像データの濃度と、裏面読み取り部で読み取った画像データの濃度を一
致させるように画像補正をする方法がある（例えば、特許文献２参照）。
【０００５】
　また、第１読取手段と第２読取手段により同一の調整用原稿を読み取って、各色成分の
読取値が第１読取手段と第２読取手段で等しくなるようにガンマ補正テーブルと色補正係
数を決定する方法がある（例えば、特許文献３参照）。
【特許文献１】特開２００４－１８７１４４号公報
【特許文献２】特開２００５－２１０２６８号公報
【特許文献３】特開２００６－２２９４６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献２のような方法では、白黒画像に対する表裏の濃度は一致するものの
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、カラー画像に対する表裏の色差を補正するには不十分であった。すなわち、白黒画像に
対する表裏の濃度を一致させたとしても、カラー画像に対する表裏の色味が合わない場合
がある。特に、低輝度部における色味のずれが目立ってしまう傾向がある。
【０００７】
　また、特許文献３のような方法では、第１読取手段と第２読取手段の色味を合わせるこ
とが可能であるが、ガンマ補正テーブルを生成するためのメモリを必要とするため、回路
規模が大きくなり、コストが高くなってしまうという問題がある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述の課題を解決するため、本発明の画像読取装置の読取特性補正方法は、原稿の一方
の面を読み取る第１読取手段と、前記原稿の他方の面を読み取る第２読取手段を有する画
像読取装置の読取特性補正方法であって、前記第１読取手段及び前記第２読取手段により
モノクロ基準原稿を読み取らせ、前記第１読取手段及び前記第２読取手段により読み取ら
れたモノクロ基準原稿の画像データに基づいて、前記第１読取手段の読み取り階調特性に
合わせるように、前記第２読取手段の読み取り階調特性のゲインとオフセットを補正した
後、前記第１読取手段及び前記第２読取手段によりカラー基準原稿を読み取らせ、前記第
１読取手段及び前記第２読取手段により読み取られたカラー基準原稿の画像データに基づ
いて、前記第１読取手段と前記第２読取手段の色差が軽減されるように、前記第２読取手
段の読み取り階調特性のオフセットを色成分毎に補正することを特徴とする。
　また、本発明の画像読取装置は、原稿の一方の面を読み取る第１読取手段と、前記原稿
の他方の面を読み取る第２読取手段と、前記第２読取手段の読み取り階調特性の傾きと切
片を色成分毎に補正する補正手段を有し、前記補正手段は、前記第１読取手段及び前記第
２読取手段により読み取られたモノクロ基準原稿の画像データに基づいて、前記第１読取
手段の読み取り階調特性に合わせるように、前記第２読取手段の読み取り階調特性の傾き
と切片を補正した後、前記第１読取手段及び前記第２読取手段により読み取られたカラー
基準原稿の画像データに基づいて、前記第１読取手段と前記第２読取手段の色差が軽減さ
れるように、前記第２読取手段の読み取り階調特性の切片を色成分毎に補正することを特
徴とする。
【０００９】
　また、本発明の画像読取装置は、原稿の一方の面を読み取る第１読取手段と、前記原稿
の他方の面を読み取る第２読取手段と、前記第２読取手段の原稿反射率－読取輝度特性の
ゲインとオフセットを色成分毎に補正する補正手段を有し、前記補正手段は、前記第１読
取手段及び前記第２読取手段により読み取られたモノクロ基準原稿の画像データに基づい
て、前記第１読取手段の原稿反射率－読取輝度特性に合わせるように、前記第２読取手段
の原稿反射率－読取輝度特性の傾きと切片を補正した後、前記第１読取手段及び前記第２
読取手段により読み取られたカラー基準原稿の画像データに基づいて、前記第１読取手段
と前記第２読取手段の色差が軽減されるように、前記第２読取手段の原稿反射率－読取輝
度特性のオフセットを色成分毎に補正することを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明の画像読取装置は、原稿の一方の面を読み取る第１読取手段と、前記原稿
の他方の面を読み取る第２読取手段と、前記第１読取手段と前記第２読取手段との読み取
り階調特性の相対関係を、モノクロ基準原稿の画像データに基づいて補正した後、カラー
基準原稿の画像データに基づいて補正する補正手段と、を有することを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の画像読取装置は、原稿の一方の面を読み取る第１読取手段と、前記原稿
の他方の面を読み取る第２読取手段と、前記第２読取手段の原稿反射率－読取輝度特性の
ゲインとオフセットを色成分毎に補正する補正手段を有し、前記補正手段は、前記第１読
取手段及び前記第２読取手段により読み取られたモノクロ基準原稿の画像データに基づい
て、前記第１読取手段の原稿反射率－読取輝度特性に合わせるように、前記第１読取手段
及び前記第２読取手段の原稿反射率－読取輝度特性のゲインとオフセットを補正した後、
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前記第１読取手段及び前記第２読取手段により読み取られたカラー基準原稿の画像データ
に基づいて、前記第１読取手段と前記第２読取手段の色差が軽減されるように、前記第１
読取手段及び前記第２読取手段の原稿反射率－読取輝度特性のオフセットを色成分毎に補
正することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、簡易な構成により、第１読取手段と第２読取手段の階調特性を合わせ
るとともに、第１読取手段と第２読取手段の色差を軽減した画像読取装置及び画像読取装
置の読取特性補正方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明を実施するための最良の形態である画像読取装置及び画像読取装置の読取
特性補正方法について、図面に基づいて詳細に説明する。
【００１６】
　本実施形態の画像読取装置の構成を図１に示す。１００は原稿給送装置である。１１７
は画像読取装置である。１０１は原稿トレイであり、原稿１０２を積載する。原稿トレイ
１０１の上方には、給紙ローラ１０３が設けられている。給紙ローラ１０３は原稿トレイ
１０１上の原稿１０２を給紙する。給紙ローラ１０３は、図示しないアームに軸支されて
いるので、アームが揺動することにより上下に移動する。給紙動作が開始されると、給紙
ローラ１０３は下降して原稿１０２の上面に当接する。
【００１７】
　ローラ１０５は、分離ローラ１０４の対向側に配置されており、分離ローラ１０４側に
押圧されている。ローラ１０５は、分離ローラ１０４より僅かに摩擦が少ないゴム材等に
より構成されており、分離ローラ１０４と協働して、給紙ローラ１０３によって給紙され
る原稿１０２を１枚ずつ捌いて給紙する。
【００１８】
　分離ローラ１０４により分離された原稿は、静止したレジストローラ対１０６、１０７
のニップ部に突き当てられ、それにより、原稿の先端が揃えられる。そして、リードロー
ラ１０８および従動ローラ１０９は、原稿を流し読みガラス１１６に向けて搬送する。流
し読みガラス１１６の対向側には、プラテンローラ１１０が配置されている。
【００１９】
　ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）ラインセンサ（以下、ＣＣＤ
）１２６は、流し読みガラス１１６上を搬送される原稿１０２の表面（一方の面）の画像
を読み取る。ＣＣＤ１２６により表面画像の読み取りが行われた原稿１０２は、リードロ
ーラ１１１および従動ローラ１１２によりＣＩＳ（コンタクトイメージセンサ）１２８へ
向けて搬送される。１１５は流し読みガラス１１６からシートをすくい上げるためのジャ
ンプ台である。ＣＩＳ１２８の対向側には、プラテンローラ１２７が配置されている。
【００２０】
　ＣＩＳ１２８は、流し読みガラス１２９上を搬送される原稿１０２の裏面（他方の面）
の画像情報を読み取る。ＣＩＳ１２８により裏面画像の読み取りが行われた原稿１０２は
、排紙ローラ１１３により排紙トレイ１１４に排出される。
【００２１】
　画像読取装置１１７は、読み取られるべき原稿面に対して光を照射するランプ１１９、
原稿１０２からの反射光をＣＣＤ１２６に導くミラー１２０、１２１、１２２を有する。
ランプ１１９およびミラー１２０は、第１ミラー台１２３に取り付けられている。また、
ミラー１２１、１２２は、第２ミラー台１２４に取り付けられている。
【００２２】
　ミラー台１２３、１２４は、ワイヤ（図示せず）によって駆動モータ（図示せず）と結
合され、駆動モータの回転駆動により原稿台ガラス１１８と平行に移動する。原稿からの
反射光は、ミラー１２０、１２１、１２２を介してレンズ１２５に導かれ、レンズ１２５
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によってＣＣＤ１２６の受光部に結像される。ＣＣＤ１２６は、結像した反射光を光電変
換し、入射光量に応じた電気信号（アナログ信号）を出力する。
【００２３】
　ＣＩＳ１２８は、原稿１０２からの反射光を受光素子で光電変換し、入射光量に応じた
電気信号（アナログ信号）を出力する。
【００２４】
　上記構成を有する画像読取装置は、原稿固定読みモードと原稿流し読みモードを有する
。原稿固定読みモードでは、第１ミラー台１２３及び第２ミラー台１２４を副走査方向（
図１中水平方向）に移動させることにより、原稿台ガラス１１８上に載置された原稿が読
み取られる。原稿流し読みモードでは、第１ミラー台１２３及び第２ミラー台１２４を停
止させた状態で、原稿搬送装置１００によって原稿１０２を搬送させることにより、流し
読みガラス１１６上の原稿が読み取られる。原稿流し読みモードでは、流し読みガラス１
２９を介してＣＩＳ１２８により原稿１０２の裏面の画像も読み取られる。
【００２５】
　図２は、本実施形態の画像読取装置のブロック図である。タイミング生成回路２１１及
び２０１は、読取タイミング信号をそれぞれＣＣＤ１２６及びＣＩＳ１２８へ供給する。
ＣＣＤ１２６から出力されるアナログ信号は、Ａ／Ｄ変換部２１２によりデジタル信号に
変換される。Ａ／Ｄ変換部２１２から出力されたデジタル信号（画像データ）は、画像処
理回路２１３においてシェーディング補正等の画像処理が行われる。画像メモリ２１４に
は、画像処理回路２１３で画像処理されるべき画像データ及び画像処理回路２１３で画像
処理された画像データが一時的に保存される。画像処理回路３０４において画像処理が行
われた画像データは、不図示の画像形成装置に送られる。この画像形成装置は、電子写真
方式やインクジェット方式により、画像読取装置１１７から入力された画像データに基づ
いた画像を用紙上に形成する。
【００２６】
　図３は、表面読取部と裏面読取部の読取特性の表裏調整のフローチャートである。まず
、ＣＰＵ２５０は、後述するようにシェーディング補正値の設定を行う（Ｓ３０１）。次
に、ＣＰＵ２５０は、チャートを用いる調整かどうか判別し（Ｓ３０２）、チャートを用
いる調整であれば、後述するようにグレーチャートによる表裏調整を行う（Ｓ３０３）。
続いて、ＣＰＵ２５０は、後述するようにカラーチャートによる表裏調整を行い（Ｓ３０
４）、表裏調整を終了する。ステップＳ３０２において、チャートを用いない調整と判別
した場合は、後述するように手動調整を行い（Ｓ３０５）、表裏調整を終了する。
【００２７】
　次に、図４のフローチャートに基づいて、図３のステップＳ３０１のＣＣＤ１２６及び
ＣＩＳ１２８のシェーディング補正値の設定について説明する。シェーディング補正は、
ＣＣＤ１２６及びＣＩＳ１２８の主走査方向の読み取りばらつきを補正するものである。
【００２８】
　まず、ＣＰＵ２５０は、ミラー台駆動部２２２を制御することにより、ミラー台１２３
をシェーディング基準板１３１の位置まで移動させる。ＣＣＤ１２６は、ランプ１１９が
消灯した状態で、シェーディング基準板１３１を読み取る（Ｓ４０１）。ＣＣＤ１２６か
らの画像信号はＡ／Ｄ変換部２１２、画像処理回路２１３を介して、画像データとして画
像メモリ２１４に一時的に記憶される。ＣＰＵ２５０は、このときの読み取りデータに基
づいてＣＣＤ１２６のシェーディング補正におけるオフセット補正値を決定し、画像処理
回路２１３に設定する（Ｓ４０２）。ここで、オフセット補正値は、ランプ消灯時のシェ
ーディング補正後の画像データが第１の所定値（例えば、輝度値で５）になるような、Ｃ
ＣＤ１２６の各画素に対するオフセット補正値である。
【００２９】
　続いて、ＣＰＵ２５０は、ＣＩＳ１２８に内蔵されたランプを消灯させる。ＣＩＳ１２
８は、シェーディング基準板１３２を読み取る（Ｓ４０３）。ＣＩＳ１２８からの画像信
号はＡ／Ｄ変換部２０２、画像処理回路２０３を介して、画像データとして画像メモリ２
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０４に一時的に記憶される。ＣＰＵ２５０は、ＣＣＤ１２６のシェーディング補正データ
と同様に、このときの読み取りデータに基づいてＣＩＳ１２８のシェーディング補正にお
けるオフセット補正値を決定し、画像処理回路２１３に設定する（Ｓ４０４）。
【００３０】
　次に、ＣＰＵ２５０は、ランプ駆動部２２０を制御することにより、ランプ１１９を点
灯させる（Ｓ４０５）。ＣＣＤ１２６はシェーディング基準板１３１からの反射光を読み
取る。ＣＣＤ１２６からの画像信号はＡ／Ｄ変換部２１２、画像処理回路２１３を介して
、画像データとして画像メモリ２１４に一時的に記憶される。ＣＰＵ２５０は、このシェ
ーディング基準板１３１の読み取りデータに基づいて、ＣＣＤ１２６のシェーディング補
正におけるゲイン補正値を決定し、画像処理回路２１３に設定する（Ｓ４０６）。ここで
、ゲイン補正値は、ＣＣＤ１２６がシェーディング基準板を読み取ったときのシェーディ
ング補正後の画像データが第２の所定値（例えば、輝度値で２４５）になるような、ＣＣ
Ｄ１２６の各画素に対するゲイン補正値である。
【００３１】
　続いて、ＣＰＵ２５０は、ＣＩＳ１２８に内蔵されている光源を点灯させ、流し読みガ
ラス１２９を原稿搬送方向へ移動させることにより、流し読みガラス１２９に設けられた
シェーディング基準板１３２をＣＩＳ１２８の読み取り位置へ移動させる。ＣＩＳ１２８
は、シェーディング基準板１３２からの反射光を読み取る（Ｓ４０７）。ＣＩＳ１２８か
らの画像信号はＡ／Ｄ変換部２０２、画像処理回路２０３を介して、画像データとして画
像メモリ２０４に一時的に記憶される。ＣＰＵ２５０は、ＣＣＤ１２６のシェーディング
補正データと同様に、このシェーディング基準板の読み取りデータに基づいて、ＣＩＳ１
２８のシェーディング補正におけるゲイン補正値を決定し、画像処理回路２０３に設定す
る（Ｓ４０８）。
【００３２】
　その後、画像処理回路２１３及び２０３は、ＣＣＤ１２６及びＣＩＳ１２８から出力さ
れる原稿画像の画像データに対して、ＣＰＵ２５０により設定された画素毎のゲイン調整
及びオフセット調整を伴ったシェーディング補正を行う。
【００３３】
　このように、原稿の表面画像を読み取るＣＣＤ１２６及び原稿の裏面画像を読み取るＣ
ＩＳ１２８の各々から出力される画像データに対して、上記シェーディング補正が行われ
る。
【００３４】
　次に、図５のフローチャートに基づいて、図３のステップＳ３０３のグレーチャート（
モノクロ基準原稿）による表裏調整について説明する。まず、調整作業者は、図６に示す
ような、少なくとも２つの異なる反射率の階調パッチ（グレースケール）を複数個有する
グレーチャート６００を原稿トレイ１０１に上向きかつ図６に示す副走査方向に給送され
るように載置する（Ｓ５０１）。このグレーチャート６００の各パッチの濃度は主走査方
向において一様である。なお、ここでは階調パッチとして説明したが、複数の階調を有す
る階調画像であれば、パッチ形状以外の帯形状の画像などでもよい。
【００３５】
　ＣＰＵ２５０は原稿給送装置１００の原稿搬送駆動部２２０を制御することにより、グ
レーチャート６００を給送させる。ＣＣＤ１２６（表面読取部、第１読取手段）は、グレ
ーチャート６００を読み取る（Ｓ５０２）。読み取られたグレーチャート６００の画像デ
ータは画像処理回路２１３を介して画像メモリ２１４に記憶される。ＣＰＵ２５０は、画
像メモリ２１４に記憶されたグレーチャート６００の各階調パッチ部分の読取輝度値を読
み出してメモリ２５１に記憶する。
【００３６】
　ＣＰＵ２５０は、図７に示すように、メモリ２５１に記憶された各階調パッチ部分の読
取輝度値に基づいて、各階調パッチ部分の読取輝度値の主走査方向（左、中央、右）の平
均値を色成分（赤、緑、青）毎に算出する（Ｓ５０３）。図７において、濃度とは、各階
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調パッチの測定濃度を示しており、反射率とは、次式（１）で定義される値を示している
。
Ｒ＝１／１０＾Ｄ…（１）
　式（１）において、Ｒは反射率、Ｄは濃度、＾は指数であることを表している。
【００３７】
　次に、調整作業者は、グレーチャート６００を原稿トレイ１０１に下向きかつ図６に示
す副走査方向に給送されるように載置する（Ｓ５０４）。
【００３８】
　ＣＰＵ２５０は原稿給送装置１００の原稿搬送駆動部２２０を制御することにより、グ
レーチャート６００を給送させる。ＣＩＳ１２８（裏面読取部、第２読取手段）は、グレ
ーチャート６００を読み取る（Ｓ５０５）。読み取られたグレーチャート６００の画像デ
ータは画像処理回路２０３を介して画像メモリ２０４に記憶される。ＣＰＵ２５０は、画
像メモリ２０４に記憶されたグレーチャート６００の各階調パッチ部分の読取輝度値を読
み出してメモリ２５１に記憶する。
【００３９】
　ＣＰＵ２５０は、メモリ２５１に記憶された各階調パッチ部分の読取輝度値に基づいて
、各階調パッチ部分の読取輝度値の主走査方向（左、中央、右）の平均値を色成分（赤、
緑、青）毎に算出し、メモリ２５１に記憶させる（Ｓ５０６）。
【００４０】
　次に、ＣＰＵ２５０は、後述するように、ＣＩＳ１２８（裏面読取部、第２読取手段）
のゲイン調整値及びオフセット調整値を算出する（Ｓ５０７）。そして、ＣＰＵ２５０は
、ＣＩＳ１２８のシェーディング補正値のゲイン調整値（傾き調整値）及びオフセット調
整値（切片調整値）を画像処理回路に設定する（Ｓ５０８）。
【００４１】
　ここで、図８に示すフローチャートに基づいて、ステップＳ５０７におけるＣＩＳ１２
８（裏面読取部）のゲイン調整値及びオフセット調整値の算出について説明する。図３の
ステップＳ３０１にて、表面読取部と裏面読取部のそれぞれのシェーディング補正値が設
定されたが、このままでは図９に示すように表面読取部と裏面読取部の読取特性は全く独
立した状態となっている。そこで、ＣＣＤ１２６（表面読取部）及びＣＩＳ１２８（裏面
読取部）のリニアリティ特性（原稿反射率－読取輝度特性、または階調特性）を一致させ
るように、裏面読取部のリニアリティ特性の調整を行う。これにより、表面読取部と裏面
読取部のグレーチャートを読み取ったときの読取階調特性の相対関係を補正する。
【００４２】
　ＣＣＤ１２６は集光レンズを用いた縮小光学系であるのに対し、ＣＩＳ１２８は近接読
み取りを行う等倍光学系であり、この光学系の違いが原因でリニアリティ特性が異なる傾
向がある。特に、ＣＣＤ１２６の低輝度部（低反射率の原稿部分を読み取ったときの輝度
）においては、ＣＩＳ１２８に対して、線形性が若干異なっている。縮小光学系では、集
光レンズを用いて集光するための一定の距離（光路）が必要であり、その光路の間にわず
かながらフレア光のような外来光が混入してしまい、その影響を受けてしまうためである
。
【００４３】
　そこで、本実施形態では中間調の階調パッチのうち、低濃度側の１パッチ、高濃度側の
１パッチを用いて表裏読み取り輝度の合わせ込みを行う。この２つの階調パッチは、原稿
反射率－読取輝度特性を直線近似することが可能な反射率を有している。図９の表面読取
部の原稿反射率－読取輝度特性に示されるように、低反射率部分における特性は非線形で
あるが、それ以外は直線近似可能であるため、直線近似可能な範囲内の２つの反射率の階
調パッチを用いる。ここでは、濃度０．１５（反射率０．７１）と濃度１．７９（反射率
０．０２）の階調パッチの表面読取部と裏面読取部の読取輝度に基づいて、裏面読取部の
リニアリティ補正を行う。このように、２つの異なる反射率の階調パッチ間における表面
読取部及び裏面読取部の原稿反射率－読取輝度特性は、非線形部分を避けた直線近似可能
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な部分である。
【００４４】
　まず、ＣＰＵ２５０は、表面読取部について、メモリ２５１に記憶された２つの階調パ
ッチ（濃度０．１５と１．７９）の色成分毎の平均値を読み出す。そして、読み出した２
点の値に基づいて、ＣＣＤ１２６（表面読取部）の原稿反射率－読取輝度特性について、
色成分毎の傾き及び切片を算出する（Ｓ８０１）。このＣＣＤ１２６の原稿反射率－読取
輝度特性（リニアリティ特性）は、表面読取部と裏面読取部のリニアリティ特性をあわせ
るための基準とする。次に、ＣＩＳ１２８の原稿反射率－読取輝度特性についても、ＣＣ
Ｄ１２６と同様に、２つの階調パッチ（濃度０．１５と１．７９）の色成分毎の平均値に
基づいて、色成分毎の傾き及び切片を算出する（Ｓ８０１）。
【００４５】
　そして、図１０に示すように、裏面読取部の各色成分のリニアリティ特性を表面読取部
に合わせるように、裏面読取部のシェーディング補正値の色成分毎の調整値（ゲイン調整
値及びオフセット調整値）を算出する（Ｓ８０２）。ゲイン調整値及びオフセット調整値
の算出後、ステップＳ５０７へ戻る。色成分毎に裏面読取部のゲイン調整及びオフセット
調整を行った後の、表面読取部と裏面読取部の原稿反射率－読取輝度特性は図１１のよう
になる。
【００４６】
　次に、図１２のフローチャートに基づいて、図３のステップＳ３０４のカラーチャート
による表裏調整について説明する。グレーチャートを用いて表面読取部及び裏面読取部の
リニアリティ特性を一致させたが、この状態で低反射率のカラー画像を読み取った場合に
、表面読取部と裏面読取部で色味の差が生じる場合がある。そこで、低反射率のカラー画
像を読み取った場合の表面読取部と裏面読取部の色味の差を軽減させるべく、カラーチャ
ートを用いて、裏面読取部の各色成分のリニアリティ特性のオフセット調整を行う。これ
により、表面読取部と裏面読取部のカラーチャートを読み取ったときの読取階調特性の相
対関係を補正する。
【００４７】
　まず、調整作業者は、図１３に示す、色パッチを有するカラーチャート（カラー基準原
稿）１３００を原稿トレイ１０１に上向きかつ図６に示す副走査方向に給送されるように
載置する（Ｓ１２０１）。このカラーチャート１３００は、複数色（赤、緑、青、水色、
ピンク、黄、オレンジ）の色パッチを有し、各色パッチは主走査方向に複数個配置され、
主走査方向において一様である。なお、ここでは色パッチとして説明したが、複数の色を
有する画像であれば、パッチ形状以外の帯形状の基準色画像などでもよい。
【００４８】
　ＣＰＵ２５０は原稿給送装置１００の原稿搬送駆動部２２０を制御することにより、カ
ラーチャート１３００を給送させる。ＣＣＤ１２６（表面読取部、第１読取手段）は、カ
ラーチャート１３００を読み取る（Ｓ１２０２）。読み取られたカラーチャート１３００
の画像データは画像処理回路２１３を介して画像メモリ２１４に記憶される。ＣＰＵ２５
０は、画像メモリ２１４に記憶されたカラーチャート１３００の各色パッチ部分の読取輝
度値を読み出してメモリ２５１に記憶する。
【００４９】
　ＣＰＵ２５０は、図１５に示すように、メモリ２５１に記憶された各色パッチ部分の読
取輝度値に基づいて、各色パッチ部分の読取輝度値の主走査方向（左、中央、右）の平均
値を色成分（赤、緑、青）毎に算出する（Ｓ１２０３）。
【００５０】
　次に、調整作業者は、カラーチャート１３００を原稿トレイ１０１に下向きかつ図６に
示す副走査方向に給送されるように載置する（Ｓ１２０４）。
【００５１】
　ＣＰＵ２５０は原稿給送装置１００の原稿搬送駆動部２２０を制御することにより、カ
ラーチャート１３００を給送させる。ＣＩＳ１２８（裏面読取部、第２読取手段）は、カ
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ラーチャート１３００を読み取る（Ｓ１２０５）。読み取られたカラーチャート１３００
の画像データは画像処理回路２０３を介して画像メモリ２０４に記憶される。ＣＰＵ２５
０は、画像メモリ２０４に記憶されたカラーチャート１３００の各色パッチ部分の読取輝
度値を読み出してメモリ２５１に記憶する。
【００５２】
　ＣＰＵ２５０は、メモリ２５１に記憶された各色パッチ部分の読取輝度値に基づいて、
各色パッチ部分の読取輝度値の主走査方向（左、中央、右）の平均値を色成分（赤、緑、
青）毎に算出し、メモリ２５１に記憶させる（Ｓ１２０６）。
【００５３】
　次に、ＣＰＵ２５０は、後述するように、ＣＩＳ１２８（裏面読取部、第２読取手段）
のオフセット調整値を算出する（Ｓ１２０７）。そして、ＣＰＵ２５０は、ＣＩＳ１２８
のシェーディング補正値のオフセット調整値（切片調整値）を画像処理回路に設定する（
Ｓ１２０８）。
【００５４】
　ここで、図１４に示すフローチャートに基づいて、ステップＳ１２０７におけるＣＩＳ
１２８（裏面読取部）のオフセット調整値の算出について説明する。まず、ＣＰＵ２５０
は、メモリ２５１に記憶された各色パッチ（各基準色画像）の色成分毎の平均値を読み出
す。そして、ＣＰＵ２５０は、各色パッチの各色成分のうち、所定反射率以下（例えば、
輝度値で２０以下）となる色成分（分光反射率の低い色成分）の表裏輝度差を色パッチ毎
に算出する（Ｓ１４０１）。例えば、読取輝度の最大値を２５５とすると、図１３に示さ
れるカラーチャート１３００の赤パッチの読取輝度は、赤≒１９０、緑≒１３、青≒１２
となり、赤の成分がほとんどで、緑や青の読取輝度は極めて小さい。また、カラーチャー
ト１３００の青パッチの読取輝度は、赤≒１５、緑≒１３、青≒４８となり、青の成分は
高いが、赤や緑の読取輝度は小さい。ステップＳ１４０１では、この各色パッチの読取輝
度が小さい成分の色について表裏輝度差を算出する。すなわち、例えば、図１５の右上に
示すように、赤パッチについては、緑と青の成分についての表裏輝度差を算出する。他の
色パッチも同様に、各色パッチの分光反射率において低い色成分での表裏輝度差を色成分
毎に算出する。
【００５５】
　次に、ＣＰＵ２５０は、図１５の表の右下に示すように、表裏輝度差の色パッチ間（基
準色画像間）の平均値（Ｒｄｍ，Ｇｄｍ，Ｂｄｍ）を色成分毎に算出し（Ｓ１４０２）、
更に、その平均値の２分の１（Ｒｄｍｈ，Ｇｄｍｈ，Ｂｄｍｈ）を算出する（Ｓ１４０３
）。そして、ＣＰＵ２５０は各色成分のオフセット調整値をＲｄｍｈ，Ｇｄｍｈ，Ｂｄｍ
ｈとする（Ｓ１４０４）。ステップＳ１４０３で表裏輝度差を２分の１演算するのは、単
純にＲｄｍ，Ｇｄｍ，Ｂｄｍにより裏面読取部のリニアリティ特性をオフセット調整して
しまうと、モノクロ画像を読み取ったときの表裏色差が出てしまう場合があるからである
。Ｒｄｍｈ，Ｇｄｍｈ，Ｂｄｍｈでオフセット調整することで、モノクロ画像（グレー画
像）での表裏色差への影響を小さくしつつ、カラー画像における表裏輝度差も低減するこ
とができる。但し、２分の１演算しなくても、モノクロ画像読み取り時の表裏色差に影響
が出ない場合には、この２分の１演算を省略してもよい。
【００５６】
　そして、ＣＰＵ２５０は、ステップＳ１４０４で決めたオフセット調整値が所定範囲（
－２．０～＋２．０）を超える色成分があるか判断する（Ｓ１４０５）。所定範囲を超え
る色成分がある場合には、図１５の右下に示すように、その色成分のオフセット調整値を
所定範囲内の最大値に置き換え（Ｓ１４０６）、ステップＳ１２０８へ戻る。すなわち、
オフセット調整値＜－２．０の場合は、オフセット調整値を－２．０とし、オフセット調
整値＞＋２．０の場合は、オフセット調整値を＋２．０とする。これは、過剰にオフセッ
ト調整してしまうと、全体的な色バランスを崩すおそれがあり、そのためにリミッタを設
けたものである。但し、リミッタを設けなくても、モノクロ画像読み取り時の表裏色差に
影響が出ない場合には、このリミッタを省略してもよい。ステップ１４０５において、所
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定範囲を超える色成分がない場合には、ステップＳ１２０８へ戻る。
【００５７】
　図１６は、カラーチャートによる表裏調整（オフセット調整）を行った場合の読取輝度
値及び表裏輝度差を示す。この表から、低輝度域における表裏輝度差が小さくなっている
ことがわかる。
【００５８】
　図１７は、グレーチャートによる表裏調整及びカラーチャートによる表裏調整を行った
後における表面読取部と裏面読取部の原稿反射率－読取輝度特性を示す。全体としては表
裏で少しずれた状態となるが、目立ちやすい低反射率部分の表裏の色差及び輝度差は低減
されている。
【００５９】
　次に、図１８のフローチャートに基づいて、図３のステップＳ３０５の手動調整につい
て説明する。まず、ＣＰＵ２５０は、操作部１５０で指定された手動調整すべき色成分を
認識する（Ｓ１８０１）。そして、ＣＰＵ２５０は、操作部１５０でオフセット増加が指
定され（Ｓ１８０２）、オフセット調整値が所定範囲を超えない場合は（Ｓ１８０３）、
指定された色成分のシェーディング補正値のオフセットを増加させる調整を行う（Ｓ１８
０４）。また、ＣＰＵ２５０は、操作部１５０でオフセット減少が指定され（Ｓ１８０５
）、オフセット調整値が所定範囲を超えない場合は（Ｓ１８０６）、指定された色成分の
シェーディング補正値のオフセットを減少させる調整を行う（Ｓ１８０７）。これらの処
理を終えると、図３のフローチャートへ戻る。この手動調整は、カラーチャートがその場
になくても、簡易的に表裏の色差調整を可能にするものである。
【００６０】
　上述した実施形態では、裏面読取部のリニアリティ特性を表面読取部のリニアリティ特
性に合わせたが、表面読取部のリニアリティ特性を裏面読取部のリニアリティ特性に合わ
せるようにしてもよい。また、表面読取部と裏面読取部のリニアリティ特性それぞれを調
整して、表裏のリニアリティ特性を合わせるようにしてもよい。これにより、表面読取部
と裏面読取部のグレーチャート及びカラーチャートを読み取ったときの読取階調特性の相
対関係を補正する。
【００６１】
　また、上述した実施形態では、画像読取装置が表裏調整を行うように説明したが、表裏
調整処理については、画像読取装置に接続されたパーソナルコンピュータや画像形成装置
が行うようにしてもよい。この場合、画像処理回路２０３及び２１３と同等の機能を画像
形成装置やパーソナルコンピュータに備えている。画像形成装置やパーソナルコンピュー
タは、画像読取装置が読み取ったチャートの画像データを受け取り、この画像データに基
づいて、前述した算出及び調整に関する処理を行う。この処理を実行するためのプログラ
ムは、ハードディスクやＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に記憶されており、画像形成装置やパ
ーソナルコンピュータのＣＰＵにより読み取られ、実行される。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明の実施形態の画像読取装置の断面図である。
【図２】本実施形態の画像読取装置のブロック図である。
【図３】表面読取部と裏面読取部の読取特性の表裏調整に関するフローチャートである。
【図４】シェーディング補正値の設定に関するフローチャートである。
【図５】グレーチャートによる表裏調整に関するフローチャートである。
【図６】グレーチャートを示す図である。
【図７】グレーチャートの各階調パッチ部分の読取輝度値及び主走査方向の平均値を示す
図である。
【図８】裏面読取部のゲイン補正値及びオフセット調整値の算出に関するフローチャート
である。
【図９】グレーチャートによる表裏調整前の表面読取部及び裏面読取部のリニアリティ特
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【図１０】グレーチャートによる表裏調整後の表面読取部及び裏面読取部の各色成分のリ
ニアリティ特性を示す図である。
【図１１】グレーチャートによる表裏調整後の表面読取部及び裏面読取部のリニアリティ
特性を示す図である。
【図１２】カラーチャートによる表裏調整に関するフローチャートである。
【図１３】カラーチャートを示す図である。
【図１４】裏面読取部のオフセット補正値の算出に関するフローチャートである。
【図１５】図１３の補正用カラーチャート読み取り値の具体例を示す図である。
【図１６】図１５の裏面の読取データに図１５中の差分平均値をオフセットとして加算し
た場合の表裏輝度差の具体例である。
【図１７】カラーチャートによる表裏調整後の表面読取部及び裏面読取部のリニアリティ
特性を示す図である。
【図１８】手動調整に関するフローチャートである。
【符号の説明】
【００６３】
　１００　原稿給送装置
　１１７　画像読取装置
　１２６　ＣＣＤ
　１２８　ＣＩＳ
　１５０　操作部
　２０３、２１３　画像処理回路
　２５０　ＣＰＵ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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